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１１１１．．．．定義定義定義定義    

 

１―（１）対象とする外部競争的資金等 

 

・ 文部科学省及び他の省庁等が所管する競争的資金制度に基づく公的研究費補助金。 

・ 前項に掲げる公的研究費補助金以外の外部競争的資金を中心とした公募型の研究資金。 

 

 

 

１―（２）対象とする研究者 

 

・ 本学の教員等で、外部競争的資金等資金等をもって研究を実施する者、研究組織又は研究拠点の代表者。 

・ 他の研究機関の研究代表者から研究費補助金の配分を受けた研究分担者等。 
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２２２２．．．．学内体制学内体制学内体制学内体制    

 

２―（１）責任体系 

 

・ 本学に、大学全体、短期大学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任

を負う者（以下、「最高管理責任者」という。）を置き、それぞれの学長をもって充てる。

最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者と連携し、競争的資金等の運営・管理

に当たるものとする。最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って

競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならな

い。 

・ 本学に、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について本学全体を統括す

る実質的な責任と権限を持つ者（以下、「統括管理責任者」という。）を置き、総務部長を

もって充てる。統括管理責任者は、競争的資金等に係る事務処理手続き及びこの使用に関

するルールを定め、すべての研究者及び関係教職員等に対して周知を行う。 

・ 本学に、競争的資金等の運営・管理に関する事務について実質的な責任と権限を持つ者（以

下、「部局責任者」という。）を置き、大学全体並びに短期大学全体及び現代経営情報学部

に関する内容については総務第一課長を、芸術学部に関する内容については総務第二課長

をもって充てる。 

・ 競争的資金等の運営・管理に関する事務担当部局（以下、「担当部局」という。）を、大

学全体並びに短期大学全体及び現代経営情報学部に関する内容については総務第一課と

し、芸術学部に関する内容については総務第二課とする。担当部局は、部局責任者の指導

監督の下、競争的資金等の運営・管理に関する業務を分掌する。 

・ 本学における競争的資金等に係る事務処理手続き及びこの使用に関する学内外からの相談

を受け付ける窓口（以下、「相談窓口」という。）を担当部局に置き、効率的な研究遂行

を適切に支援する。相談窓口は、相談された事項について、各種法令や学園規程等に基づ

き、また、その内容に応じて部局責任者等学内関係者あるいは当該競争的資金等を所管す

る省庁等と協議し、迅速に対応する。 

 

部局責任者 

●大阪成蹊大学 
〈現代経営情報学部：総務第一課長〉 
〈 芸  術  学  部 ：総務第二課長〉 

●大阪成蹊短期大学 
〈総務第一課長〉 

 

統括管理責任者 

〈総務部長〉 

担当部局【相談窓口】 

●大阪成蹊大学 
〈現代経営情報学部：総務第一課〉 
〈 芸  術  学  部 ：総務第二課〉 

●大阪成蹊短期大学 
〈総務第一課〉 

最高管理責任者 

〈学長〉 
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２―（２）管理体制 

 

・ 最高管理責任者は、自ら不正防止計画の進捗管理に努めるとともに、全学的観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下、「防止計画

推進部署」という。）を置き、指揮、監督するものとする。本学における防止計画推進部署として、研究費不正防止委員会（以下、「不正防止委員

会」という。）を設置する。不正防止委員会は、次に掲げる者で構成する。①事務局長、②学部長（大学のみ）、③必要に応じて最高管理責任者が指

名する教職員等 

・ 本学における競争的資金等の適正な運営・管理及び不正防止等に関する内部監査を実施する部門（以下、「内部監査部門」という。）を置き、当面

の間、不正防止委員会がこれを兼務する。 

・ 本学に、競争的資金等の不正に関する通報、告発等（以下、「通報」という。）を受け付ける窓口を置き、内部監査部門とする。 

 

 

◇事務処理手続き、競争的資金等の使用に関する相談窓口 

●大阪成蹊大学 〈現代経営情報学部：総務第一課〉 
 〈 芸  術  学  部 ：総務第二課〉 
●大阪成蹊短期大学 〈 総 務 第 一 課 〉 

 

◆競争的資金等の不正に関する通報、告発等窓口 

〈研究費不正防止委員会〉 

 

部局責任者 

〈総務第一課長・総務第二課長〉 

内部監査部門【◆通報窓口】 

〈研究費不正防止委員会〉 

・事務局長 
・学部長（大学のみ） 
・必要に応じて最高管理責任者が指名する教職員等 

研究者 

担当部局【◇相談窓口】 

〈総務第一課・総務第二課〉 

最高管理責任者 

〈学長〉 

統括管理責任者 

〈総務部長〉 

防止計画推進部署 

〈研究費不正防止委員会〉 

・事務局長 
・学部長（大学のみ） 
・必要に応じて最高管理責任者が指名する教職員等 
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３３３３．．．．事務処理手続事務処理手続事務処理手続事務処理手続きききき及及及及びびびび使用使用使用使用にににに関関関関するするするするルールルールルールルール    

 

３－（１） 直接経費の管理 ① 

 

・ 直接経費とは、競争的資金等による補助事業（補助金交付の対象となる事業）

の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。 

・ 直接経費の管理は、部局責任者が行う。 

・ 直接経費に関する金銭の出納は、研究者の提出する所定の様式による申請書

に基づいて、最高管理責任者、統括管理責任者、部局責任者、それぞれの権

限【※１】による決裁により行う。 

※１） 決裁権限は執行額により以下のとおりとする。 

 ①最高管理責任者：１００万円以上 

 ②統括管理責任者：１００万円未満 

 ③部局責任者    ：  ５０万円未満 

・ 担当部局【総務第一課・総務第二課】事務担当者は、事務取扱上発生する諸

経費等に関する金銭の出納について、研究者に代わり申請することができる。 

 

 

 

 内容確認内容確認内容確認内容確認        

担当部局担当部局担当部局担当部局    
〈総務第一課・総務第二課〉 

申申申申請請請請    

    決決決決    裁裁裁裁        

最高管理責任者、統括管理責任者、部局責任者、それぞ
れの決裁権限は執行額により以下のとおりとする。 

最高管理責任者最高管理責任者最高管理責任者最高管理責任者    
〈学長〉 

１００万円以上 

部局責任者部局責任者部局責任者部局責任者    
〈総務第一課長・総務第二課長〉 

５０万円未満 

統括管理責任者統括管理責任者統括管理責任者統括管理責任者    
〈総務部長〉 

１００万円未満 

研究者研究者研究者研究者 
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３－（１） 直接経費の管理 ② 

 

・ 研究者は、直接経費により設備、備品または図書（以下「設備等」【※２】という。）を購入しようとする場合においては、統括管理責任者の決裁権

限を超える価額【１００万円以上】のときは、見積比較等により購入先の決定を行うものとする。 

※２） 大阪成蹊学園経理規程等に定める固定資産の種類及び範囲のもの【耐用年数１年以上で、しかも１件又は１組の価格が５万円以上】をいう。 

・ 直接経費による物品等購入の発注については、研究者もしくは担当部局により行う。設備等の購入に関して、見積比較等を行い購入先の決定をする

場合【１００万円以上】は、担当部局が決定に至る経緯を確認し、発注を行う。 

・ 直接経費による購入物品等の納品検収については、担当部局により行う。 

・ 研究者より直接経費による旅費、謝金等あるいはその他経費に係る申請があった場合は、担当部局が報告書等により必要な事実確認を行い、学校法

人大阪成蹊学園旅費規程（以下「旅費規程」という。）等に準じて事務処理を行う。 

・ 直接経費による購入物品等の納品検収後、あるいは研究者等による旅費請求等申請の決裁後、担当部局は速やかに購入業者等への代金支払手続きを

行う。 

・ 研究者及び担当部局事務担当者は、応急その他の事由により、正規の支払手続きができず立替払をしたときは、証拠書類を添えて当該立替払金を請

求することができる。 

 
    決決決決    裁裁裁裁        

最高管理責任者最高管理責任者最高管理責任者最高管理責任者〈学長〉・ 統括管理責任者統括管理責任者統括管理責任者統括管理責任者〈総務部長〉・ 部局責任者部局責任者部局責任者部局責任者〈総務第一課長・総務第二課長〉 

研究者研究者研究者研究者    

 

 内容確認内容確認内容確認内容確認        

担当部局担当部局担当部局担当部局〈総務第一課・総務第二課〉 

購
入
業
者

購
入
業
者

購
入
業
者

購
入
業
者    

謝金等謝金等謝金等謝金等支払支払支払支払 事実確認事実確認事実確認事実確認    旅費支払旅費支払旅費支払旅費支払    購入物品等検収購入物品等検収購入物品等検収購入物品等検収    申請申請申請申請    物品等購入支払物品等購入支払物品等購入支払物品等購入支払    

納品納品納品納品    

発注発注発注発注    

【【【【物品等購入物品等購入物品等購入物品等購入・・・・そのそのそのその他他他他】】】】    
設備等（耐用年数１年以上）購
入の場合は、価額が１00 万円以
上を超えるときは、見積比較等
により購入先の決定を行う。こ
の場合は、担当部局が決定に至
る経緯を確認し、発注を行う。 

【【【【出張旅費出張旅費出張旅費出張旅費】】】】    
研究者は事前に「旅行
許可願」により、所属
長の許可を得る。出張
後、「出張報告書」によ
り、用務内容等につい
て報告する。 

【【【【謝金謝金謝金謝金等等等等】】】】    
研究支援者等が実
験補助等の業務を
行う場合には、研
究者は業務記録表
により業務内容等
を報告する。 

研
究
支
援
者
等

研
究
支
援
者
等

研
究
支
援
者
等

研
究
支
援
者
等    
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３－（２）設備等に係る事務 

 

・ 研究者は、直接経費により購入した設備等については、本学に寄付しなければならない。 

・ 学長は、研究者から設備等の寄付を受けたときは、直ちに受け入れて適切に管理する。 

・ 設備等の寄付を行った研究者が、当該研究を継続し、かつ他の研究機関に所属することとなる場合には、その求めに応じて当該設備等を研究者に返

還する。 

 

・ 研究者は、直接経費に関して生じた利子については、本学に譲渡するものとする。 

・ 学長は、研究者から利子の譲渡を受けたときは、直ちに本学の収入として受け入れる。 

 

 

３－（３）間接経費に係る事務 

 

・ 間接経費とは、競争的資金等による補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。 

・ 研究者は、間接経費の交付を受けた時は、本学に譲渡しなければならない。 

・ 学長は、研究者から間接経費の譲渡を受けたときは、直ちに本学の収入として受け入れる。 

・ 研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者が他の研究機関に所属することとなる場合には、当該研究機関が間接経費の譲渡を受け入れな

いこととしている場合を除き、直接経費の残額の３０％に相当する額の間接経費を当該研究者に返還する。 
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４４４４．．．．適正適正適正適正なななな使用使用使用使用のののの確保確保確保確保    

 

４－（１）不正防止 

 

・ 最高管理責任者は、競争的資金等の不正な使用（以下、「不正」という。）を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制の構築を

図る。 

・ 最高管理責任者は、不正を発生させる要因を把握し、これに対応する不正防止計画を策定し、すべての研究者及び関係教職員等に対して周知を行う。 

・ 不正防止委員会は、担当部局の日常業務の確実性や不正防止計画の実施状況について定期的にモニタリング調査を行う等、不正防止計画の推進に関

する業務を分掌する。 

・ 担当部局は、不正が生じぬよう、不正防止委員会と協力しつつ、主体的に不正防止計画を実施する。 

 

 

４－（２）内部監査 

 

・ 内部監査部門は全学的な視点から監査制度を整備し、競争的資金等に係る日常業務やモニタリング調査の体制や関連するルール等の妥当性の検証等

を行う。 

・ 内部監査部門は、最高管理責任者、統括管理責任者等の学内組織との連携体制の下、監査を行う。 
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４－（３）不正に対する取扱い 

 

・ 最高管理責任者は、不正に係る調査および懲戒に関するルールを定め、すべての研究者及び関係教職員等に対して周知を行う。 

・ 統括管理責任者、防止計画推進部署及び内部監査部門は、モニタリング調査、内部監査、学内外からの通報等により、研究活動上の不正行為や競争

的資金等の不正使用（以下、「不正」という。）の疑いがあると判断する場合には、速やかに最高管理責任者に報告する。 

・ 通報窓口や調査、懲戒等に当たる当該事案の関係者、その他当該事案について情報を知り得た者は、その一切を口外してはならない。特に、当該事

案に関わる教職員および通報者の氏名の取扱いについては個人情報保護の観点に基づき細心の注意を払わなければならない。 

・ 最高管理責任者が、競争的資金等の使用等に関する不正に関与があると判断した業者については、当該競争的資金による研究活動に関する一切の取

引を停止する。 

 

通報者 

通報通報通報通報・・・・告発告発告発告発    

報告報告報告報告    

必要に応じて 

内容を確認 

 

部局責任者 

〈総務第一課長・総務第二課長〉

研究者 

担当部局 

〈総務第一課・総務第二課〉 

統括管理責任者 

〈総務部長〉 

最高管理責任者 

〈学長〉 

内部監査部門【通報窓口】 

〈研究費不正防止委員会〉 

・事務局長 
・学部長（大学のみ） 
・必要に応じて最高管理責任者が指名する教職員等 

防止計画推進部署 

〈研究費不正防止委員会〉 

・事務局長 
・学部長（大学のみ） 
・必要に応じて最高管理責任者が指名する教職員等 


